
Ⅰ．はじめに

役員の選任やその職務執行の対価の
決定は株主総会の決議により行われま
す（会社法329①、332①及び361①）。
法人税法においても、株主総会等の決
議により役員に対する給与として支給
することができる金銭の額の限度額等
を定めている場合（法令70）及び役員
に対する退職給与の額の損金算入の時
期（法基通9－2－28）は、株主総会
の決議等によることとされています。
今回は、株主総会の決議が争点とな
った事例をご紹介いたします。

Ⅱ．実質的に株主総会が開
催されたと判断された
事例

平5．4．19裁決
（Ｊ45－3－04）〔一部取消し（実
際支給額の認定誤り）〕

1．事案の概要
本件は、原処分庁が、請求人が調査
担当職員に提示した株主総会議事録に
記載している役員報酬の限度額を超え
る部分の額は過大な役員報酬の額に該
当するとして、更正処分等を行ったの
に対し、請求人が、議事録は形式的に
作成しているもので、実際には株主総
会は開催されておらず、株主総会の決
議も存在しないから、役員報酬の額が
相当な金額であるか否かについては、
議事録の記載によるべきではなく、当
該役員の職務内容から見て判断すべき
である等と主張して、その全部の取消
しを求めた事案です。
2．審判所の判断
請求人のような同族会社にあって
は、株主総会の開催が必ずしも明確で
ない場合が多いが、このような場合、
株主総会の決議の有無は株主総会が実
質的に開催されたか否かにより判断す
べきものであると解するのが相当であ
る。
①請求人は、同族会社であり、取締

役等の役員が有する株式数の合計は発
行済株式総数の90パーセントを超えて
いること、②請求人は、議事録の原案
の作成を関与税理士である代理人に依
頼し、代理人は、原案を作成するに当
たっては、代表者に対し、あらかじめ
計算書類の承認、役員報酬の額の変更
等の点について確認していること、③
原案を受け取った代表者はこれに押印
した後に、他の役員にも回付し、同人
らも代表者と同様に押印し、議事録を
作成していること、④代表者は、当審判
所に対し、一応今まで継続して議事録
を作成してきたことから、議事録の存
在そのものを無視したり、あるいは、
これを否定するものではない旨答述し
ていること等を併せ考えれば、本件に
おいては、実質的に株主総会が開催さ
れ、決議が行われた上で議事録が作成
されたものと認めるのが相当である。
そうであるとすれば、本件は、請求

人が株主総会の決議により報酬として
支給することができる金額の限度額を
定めた場合に該当するから、請求人の
役員に支給した報酬の額の合計額が当
該限度額を超えるときは、当該限度額
を超える部分は過大な役員報酬となる。

Ⅲ．実際には開催されてい
ない臨時株主総会議事
録の作成が仮装隠ぺい
に該当するとされた事例

平20．4．24非公開裁決
（Ｆ0－2－465）（棄却）

1．事案の概要
本件は、原処分庁が、退職した取締

役副社長に係る役員退職給与の額を損
金の額に算入したことは、開催されて
いない臨時株主総会の議事録を作成し
た仮装の行為に基づくものであるとし
て重加算税の賦課決定処分を行ったこ
とに対し、請求人がその取消しを求め
た事案です。
2．審判所の判断
本件臨時株主総会議事録の作成につ

いてみれば、①本件臨時株主総会は開
催されておらず、そのことを代表取締
役等が認識していたことは明らかであ
ること、②経営管理部長は口頭による
本件株主同意が役員に対する退職給与
の損金算入の時期の取扱いを定めた法
基通9－2－18（平成19年3月13日課
法2－3ほかによる改正前のもの）で
いう「株主総会の決議等」の「等」に
当たると認識していたとは認められな
いこと、③本件役員退職給与を支給す
る決議をしたことの証明書類として臨
時株主総会の議事録を作成し、税務通
達の関係などからその開催日付を平成
18年3月9日としたい旨伺う内容のメ
ール等を併せ考えれば、本件役員退職
給与の額を損金の額に算入するため実
際には開催されていない臨時株主総会
について本件議事録を作成したと認め
られ、本件議事録を作成した行為は、
通則法第68条第1項に規定する事実の
仮装に当たることは明らかである。

Ⅳ．議事録の作成の有無が
争点となった事例

平21．11．11非公開裁決
（Ｆ0－2－253）（全部取消し）
（納税告知処分等については棄却）

1．事案の概要
本件は、原処分庁が、請求人が平成

19年3月30日に開催したと主張する臨
時株主総会の議事録は作成されていな
いことから、臨時株主総会を開催した
事実が確認できないとして、請求人が
前代表取締役に対して支払った退職給
与は、具体的にその金額が確定してい
なかったにもかかわらず、確定してい
たかのように仮装して損金の額に算入
したとして、法人税の青色申告の承認
の取消処分並びに更正処分等及び当該
退職給与の源泉所得税の納税告知処分
等を行ったのに対し、請求人が、その
全部の取消しを求めた事例です。
2．審判所の判断
株主総会の議事録の作成の有無は、

株主総会の決議の効力には影響しない
と解されており、議事録が作成されて
いないことをもって株主総会を開催し
た事実がないと断定することはできな
い。
請求人が、当審判所に対し、本件退
職給与の額が確定した日を特定できる
証拠として提出した日記帳の記載は全
体的に高い信用性があると認められ、
本件退職給与の支払を決めた旨の記載
についても後に記載した可能性は存す
るものの、原処分調査開始後に追記し
たとまで断定することはできず、その
信用性を否定することは困難である。
本件退職給与については、請求人の
株主の間において、平成19年2月10日
に退職給与の額を○○○○○円とする
ことが決まっており、そのことについ
て、同年3月30日に、株主3名が協議
し、その支払をすることにした旨の本
件日記帳に高い信用性を与えることが
でき、同年3月30日に開催された臨時
株主総会において、退職給与として○
○○○○円を支払うことが決議されて
確定したと認められる。

Ⅴ．おわりに

Ⅱの事例で、同族会社の株主総会の
決議については、実質的に開催された
か否かにより判断するという審判所の
見解が述べられているように、株主総
会の決議が争点となった事例では、同
族会社であるか、又は非同族会社であ
るかということは重要なポイントとな
っています。
今回ご紹介した裁決以外にも、平12
－03－06非公開裁決（Ｆ0－2－470）
(Ⅲの類似の事例）、平19－01－26非公
開裁決（Ｆ0－2－466）（一人会社の
株主総会の決議）が参考になると思わ
れます。
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